
新型コロナウイルスワクチン接種実施中です
　　　　　　　　　　　　　 健康推進課新型コロナ予防接種係　☎87-9023お知らせ

あしずり岬診療所 （天神町） ☎87-9100

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

休日当直医

7/04(日)

7/11(日)

7/18(日)

7/25(日)

8/01(日)

たけだ石油（元町）

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）、三浦石油（三崎）

カネニ石油（旭町）

たけだ石油（元町）

日曜営業ガソリンスタンド

総　数

男

女

出　生

死　亡

転　入

転　出

世帯数

12,749人
6,028人
6,721人
6人
13人
9人
19人

7,088世帯

前月比

－16人
－5人
－11人
4人

－13人
－32人
－23人
－12世帯

市民の動き 令和3年5月31日現在

「いのちの電話」相談電話 ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

あなたがつらいとき、近くにいます。

高知いのちの電話協会
☎ 088－824－6300
毎日9時から21時まで

7/04(日)

7/11(日)

7/18(日)

7/22(祝)

7/23(祝)

7/25(日)

8/01(日)

もうすぐ１周年！もうすぐ１周年！
足摺海洋館SATOUMIが入館者20万人を達成しました足摺海洋館SATOUMIが入館者20万人を達成しました

もうすぐ１周年！
足摺海洋館SATOUMIが入館者20万人を達成しました
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とさしみず地域電子通貨Meji-Caめじか
めじかプレミアムポイント継続中

めじかにチャージすることでチャージ額の5％が上乗せされます！

※とさしみず地域電子通貨Meji-Caめじか　5,000円分のポイントを５月１日に給付しました。
※お知らせ：決済時の確認コードの入力が7月12日（予定）より廃止になります。

三崎
プレジャーズトラベル
合同会社

新規協力店

三崎

足摺岬

プレジャーズトラベル
合同会社
岬屋商店

新規チャージ店 Meji-caめじか協力店を
随時募集しています。

【問合せ先】観光商工課　☎82-1115

土佐清水市長　泥谷光信氏３選

土佐清水市長選挙開票結果

　５月23日、任期満了に伴う土佐清水市長選挙が行われ、即日
開票の結果、泥谷光信氏（62）が３選しました。
　選挙結果は、次のとおりです。

当　4,283　泥谷　光信（62）　無・現
　　4,013　中山　義介（42）　無・新

当日有権者数　11,484人　投票率　73.12％

チャージしておけばカードやス
マホだけでお買い物ができます。
小銭もかさばりません！

※チャージしたお金は
　無期限で使える！

※注）めじかのポイント保有限度額は１０万円です。（プレミアムポイントは別）
　　  一度チャージしたポイントは現金化ができません。

プレミアムポイント有効期限：令和４年3月３１日

10,000円チャージ

10,500ポイント

500円分お得！！

＋

めじかに
チャージ
お願いし
ます。
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新型コロナウイルスワクチン接種について

７月・８月・10月の祝日変更について

　新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、６５歳以上の高齢者の方には６月９日に接種券の送付

が完了し、基礎疾患のある方や高齢者施設等の従事者の方への接種券も、６月末に送付しました。６０歳から

６４歳の方には、７月上旬には接種券を発送する予定としています。今後、年齢が高い順に順次接種券をお送

りし、ワクチンの供給が順調であれば、９月中には希望する市民の皆さんの２回の接種が完了する予定です。

皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

　なお、基礎疾患のある方及び高齢者施設等の従事者の方で、優先接種を希望される方は、今後も随時受付を

しておりますので、健康推進課まで申し出をしてください。

　また、７月１２日からは、仕事帰りにワクチン接種ができるよう、平日（月曜日から金曜日、祝祭日除く）の午

後７時から午後８時までの間、中央公民館においてナイト接種を行います。

　詳細については、接種券と同封の文書をご確認いただきますようお願いいたします。

【問合せ先】健康推進課新型コロナ予防接種係　☎８７－９０２３

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金 　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に合

わせて、７月・８月・10月の祝日が下記のとおり変更さ
れます。
　令和３年（2021年）版市カレンダーに掲載されてい
る日付と異なりますので、ご注意ください。

　緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の
再貸付を終了した世帯等で、一定の要件を満たす生活困
窮世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金」を支給します。
対象者
　緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯（※）
で、以下の要件を満たすもの
※総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付につ
　いて不承認とされた世帯（生活保護受給中の世帯を除く）
　(1) 収入要件
　　  収入が①②の合算額を超えないこと（月額）
　　  ①市町村民税均等割非課税額の1/12
　　  ②生活保護の住宅扶助基準額（土佐清水市の単身
　　  　世帯の場合：29,000円）
　(2) 資産要件
　　  預貯金が上記(1)①の6倍以下であること（ただし
　　  100万円以下） 
　(3) 求職等要件
　　  ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に
　　  求職活動を行うこと
支給額（月額）
　単身世帯：6万円、2人世帯：8万円、3人以上世帯：10万円
支給期間
　7月以降の申請月から3か月（申請受付は8月末まで）

※７月１日から福祉事務所で受付を開始します。

　詳細につきましては、厚生労働省が設置している特設
ページをご覧ください。
【厚生労働省　特設ホームページ】
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

17月19日（月）

10月11日（月）

18月11日（水）

変更前
（市カレンダー掲載）

７月22日（木）

７月23日（金）

８月28日（日）
※8月9日（月）は振替休日

変更後

海の日

スポーツの日

山の日

祝日

7月 カレンダー

27
4

11
18
25

28
5

12
19
26

29
6

13
20
27

30
7

14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

日 月 火 水 木 金 土

海の日 スポーツの日

感染予防のため、引き続きマスクの着用、手指消毒、３密（密集・密接・密閉）の

回避を徹底していただくようお願いいたします。
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街をきれいに！ 清掃活動20年間ありがとうございます
　ごみゼロの日（5月30日）や一斉清掃が近づき、「街をきれいに」と市内に機運が高まる5月下旬、市場町区長の久松長男さんが、毎
朝の散歩の傍ら、清掃活動を20年間欠かさず行っているとのお話が寄せられました。
　ご本人にお話を伺うにあたり、ご自宅から鹿島神社周辺を周る散歩を兼ねた清掃活動に同行させていただきました。
　久松さんの清掃活動の賜物か、一見きれいに見える道路ですが、片隅に落ちているペットボトル、空き缶、たばこの吸い殻など
を目ざとく見つける久松さん。「レジ袋は昨年7月の有料化以降かなり減ったが、最近では使用済みマスクのポイ捨てが多い。新型
コロナウイルスなど感染症対策の意味でも、使用済みマスクは適切に捨てて欲しい。」と話していました。
　市では、平成7年4月1日から「土佐清水市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例」を施行し、空き缶やたばこの吸い殻な
どのポイ捨て防止に努めています。一人ひとりの心がけで、きれいで住みよい土佐清水にしていきましょう。

市内一斉清掃へのご協力ありがとうございました

資源ごみの分別についてのお願い

　毎年恒例となる市内一斉清掃が、市民の皆様の参加のもと、６月６日（日）に各地区で実

施されました。参加された皆様ありがとうございました。    

　この日市内各地区より、延べ１１２台・約６０ｔのごみが収集されました。

　市内各種業者の皆様からは、運搬車の配車、積み込み作業など、ご協力をいただき厚く

お礼申し上げます。

　今後とも、市内の環境美化にご理解とご協力くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。

　資源ごみを指定された「ごみステーション」または「資源ごみ保管庫」に出される際は次のことを守ってくださいますようよろ
しくお願いいたします。

※１ プラスチックトレイは回収の対象外です。
※２ 雨天の場合は新聞、雑誌、紙パック、紙製容器、段ボールは「ごみステーション」に出さないようにお願いいたします。
※３ 紙袋に入れて出すことのできる区分は「紙パック」「紙製容器」だけです。「紙パック」「紙製容器」につきましても区分
　　 ごとにわけて紙袋に入れて出すようにしてください。

【問合せ先】

市民課環境室　☎82-1214

【問合せ先】市民課環境室　☎82-1214

新聞、折込チラシ
本、雑誌、漫画、広報、厚紙、はがき、紙袋、包装紙、封筒、コピー用紙
牛乳などの紙パック

【注意点】　洗って乾かしてください。
　　　　　アルミやプラスチックがついたものは取り除いてください。
菓子箱・ティッシュ箱等の紙製容器
トイレットペーパーの芯（硬くない芯）

【注意点】　箱はたたんでください。ラップ等の硬い芯は出せません。
段ボール

【注意点】　90cm×180cm以内　超える場合は小さく切ってください。
　　　　　ホッチキス、テープつきでも出せます。
ペットボトル

【注意点】　　容器の中を洗ってください。
　　　　　　キャップを取り外してください。

内容ごとに縛って出して
ください。

内容ごとに、縛るか紙袋に
入れて出してください。

紙袋に入れて出してくだ
さい。

縛って出してください。

つぶさずに出してくださ
い。

新 聞
雑 紙

紙 パ ッ ク

紙 製 容 器

段 ボ ー ル

ペットボトル

出　し　方内　　　　容区　　　分
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①日本年金機構幡多年金事務所による出張年金相談（※要予約）
【７月の年金相談】日時：７月１３日（火）９時３０分～１５時 （昼休みを除く）
【８月の年金相談】日時：８月１０日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）
※年金相談は毎月第２火曜日です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合があ
　ります。
○場所：土佐清水市役所
○相談当日の窓口：市民課住民年金係
☆予約申込は、幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】へ
　　　　　　　　　　　　　　　　音声案内　１ ⇒　２
　お待たせ時間を短縮するために、事前予約受付にしています。
　※当日の窓口受付はできません。

【年金相談に必要なもの】
①年金手帳や年金証書
②定期便の相談であれば、送られてきた書類一式
③認印
④代理の場合は年金相談専用の委任状（家族であっても必要で
　す）が当日必要となります。専用の様式は幡多年金事務所また
　は市役所市民課にありますので、事前にご準備ください。また、
　代理人の本人確認ができるもの（免許証など）が必要です。

②幡多年金事務所（四万十市）での年金相談（※要予約）
【幡多年金事務所　住所：四万十市中村東町2-4-10】
☆予約申込は、
●前日まで　ねんきんダイヤル【０５７０－０５－４８９０】へ
●当　　日　幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】
　　　　　　　　　　　　　　　音声案内　１ ⇒　２　
☆予約相談希望日の１か月前から当日まで受付しています。
　ご予約の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書を
ご準備ください。
　予約相談の実施時間帯は、
●月　曜　日　　８時３０分～１８時
●火～金曜日　　８時３０分～１６時
●第２土曜日　　９時３０分～１５時

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付
猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険
料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる
年金）の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認
を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納
める（追納する）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算し
て３年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額
が上乗せされます。

　追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の
点にご注意ください。
◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されてい
　なければ追納はできません。
◎「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」
　より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納め
　るか本人が選択できます。
　詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」またはお近くの年金事
務所へお問い合わせください。

 【問合せ先】
　ねんきん加入者ダイヤル　☎0570-003-004
　幡多年金事務所　　　　　☎0880-34-1616　音声案内2⇒2

年金相談のお知らせ国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間がある方へ

第71回“社会を明るくする運動”
～ 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ ～

7月は“社会を明るくする運動”強調月間です
　“社会を明るくする運動”は、法務省の主唱により、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くことを目的とする全国的な運動
です。市民の皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

　この重点事項は、地域社会の中で行われる立ち直りを支えるための取組について理解促進を図るとともに、就労を支援してい
くことが、再犯を防ぎ、安全・安心な地域社会の実現につながることから掲げられたものです。

運動
目標

・犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこと
・犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること

　この運動において力を入れて取り組むこと
(1)犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、更生保護の活動について、デジタルツー
　 ルも活用するなどして、広く周知し、理解を深めてもらうための取組
(2)保護司、更生保護女性会会員、ＢＢＳ会員、協力雇用主等の更生保護ボランティアのなり手を増やすための取組
(3)犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法があることを示し、多くの人に協力者 
　 として気軽に参加してもらうための取組
(4)民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教育、保健医療・
 　福祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワークをつくる取組
(5)犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取組

重　

点　

事　

項

第71回 “社会を明るくする運動” 土佐清水市推進委員会　（事務局：土佐清水市役所 福祉事務所）
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＊国民健康保険税:納税通知書を７月上旬に発送します。

後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療保険料のお知らせは7月上旬、
新しい被保険者証（うす紫色）は7月下旬にそれぞれ緑色の封筒で送付します。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ

　国民健康保険に加入者がいる世帯の世帯主宛に、国民健康保険税納税通知書を発送します。

　通知書が届きましたら、お支払い方法や納期限等をご確認のうえ、期限内の納付をお願いします。

　なお、納付場所及び方法、口座振替等については同封されている各書類にてご確認ください。

【問合せ先】

   ○課税内容に関すること　　　　　　　⇒　税務課市民税係　　☎８２－１１２９

   ○支払い方法・口座振替に関すること　⇒　税務課収納推進室　☎８７－９１３５

●保険料の特例的な軽減を見直します
　保険料の均等割については、これまで法令に基づく軽減（本則）に特例的に上乗せをして軽減を行ってきました。
　下表のとおり、令和元年度より段階的な見直しを行っており、令和３年度が見直しの最終年度となっております。
　令和３年度は、令和２年度に軽減特例の対象だった方について、本則どおり７割軽減 (16,294 円 ) となります。

●新型コロナウイルス感染症の流行に伴う令和３年度保険料の減免について
　以下の要件を満たす方は、申請により減免となる場合があります。

※保険料を年金からの引き落としで納めている方については、基本的には保険料が変更となるのは10月からとな
　ります。年度の前半（４・６・８月）は今年の２月と同額を納めていただき、年度の後半（10・12・２月）で
　年間の保険料を調整するため、軽減割合の見直しにより、10月からの引き落とし額が増減する場合があります。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年に収入の減少があった場合は、下記保険税・保険料の

減免申請を行うことができます。

【問合せ先】　市民課国保係　　☎82-1108

【保険料の減免の対象となる方】
　①　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
　　　又は重篤な傷病を負った世帯の方　　　　　　　　　　　　　　　⇒　保険料の全額免除
　②　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の
　　　収入減少が一定程度見込まれる世帯の方　　　　　　　　　　　　⇒　保険料の一部を減額

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の後期高齢者医療の被保険者
全員の保険料軽減判定所得の合計額)

［平成30年度における8.5割軽減の区分］
保険料軽減判定所得が33万円以下

［平成30年度における９割軽減の区分］
うち、世帯の後期高齢者医療の被保険者
全員の各種所得が０円

均等割の軽減割合

本則 平成30年度以前 令和元年度 令和２年度 令和３年度

７割

8.5割

9割

8.5割

8割

7.75割
（12,221円）

７割

７割
（16,294円）

それぞれ対象となる要件が異なります。

詳細は、電話でお問い合わせいただくか、

窓口にお越しください。

国民健康保険税

　税務課市民税係　　　　☎８２－１１２９

国民年金保険料

　市民課住民年金係　☎８２－１１０７

　幡多年金事務所　　☎０８８０－３４－１６１６
後期高齢者医療保険料

　市民課国保係　　　　　☎８２－１１０８

介護保険料

　健康推進課介護保険係　☎８２ー１２５４
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健康推進課介護保険係からのお知らせ　【申込み・問合せ先】☎82-1254　FAX82-5599

　65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料額は、土佐清水市の介護保険の運営にかかる費用の総額（利用者負担分を除く）のうち、
第1号被保険者が負担する割合（23％）に応じて決定しています。

※合計所得とは：令和2年1月から令和2年12月までに税の対象となる収入に対する所得のことです。

世帯全員が市民税非課税者で

本人が市民税非課税者で、同一世帯に市

民税課税者がいる方のうち

第４段階
本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万
円以下の方 52,380円

本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万
円超の方

第５段階 58,200円

本人が市民税課税者で合計所得金額が

210万円未満の方のうち

本人が市民税課税者で合計所得金額が

210万円以上の方のうち

第６段階 合計所得金額が120万円未満の方 69,840円

第８段階 合計所得金額が320万円未満の方 87,300円

第９段階 合計所得金額が320万円以上の方 98,940円

合計所得金額が120万円以上210万円未満の方第７段階 75,660円

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、および世帯全員が市民税非
課税者で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方第１段階

17,460円

（軽減の適用あり）

第２段階
本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万
円超120万円以下の方

29,100円

（軽減の適用あり）

第３段階
本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120
万円超の方

40,740円

（軽減の適用あり）

区　分　内　容段階 年　額

令和３年度（令和３年４月から令和４年３月まで）の介護保険料

【保険料の納め方】
◆特別徴収
　年額18万円以上の年金を受給している方が対象です。保険料は年金から天引きされます。7月中旬までに通知書を送付します。
◆普通徴収
　特別徴収の対象とならない方が対象です。7月中旬までに介護保険料納付書《令和3年7月（第1期）から令和4年2月（第8期）》を送付しますので、
　納期限日までに納めてください。
※年度途中で65歳になったなどの理由で、本来、特別徴収となる方でも、一時的に納付書で納める場合があります。納付書が届いた方は、納め忘
　れにご注意ください。

令和３年度介護保険料額の決定通知書を送付します（介護保険料納入通知書）
～６５歳以上の方へ～

　土佐清水市では、居宅介護サービス（一部除く）を利用する方の負担軽減
を図るため、市独自の施策として利用料の助成を行っています。

　土佐清水市では、介護人材不足の解消と、介護サービスの充実・質の向上
を図ることを目的として、介護職員初任者研修（定員25名）を実施します。
　施設の介護職員やホームヘルパーのお仕事を目指す方、資格が取りたく
ても遠方へ通えずにあきらめていた方、または将来のため資格を取ってお
きたいと考えられる方、どなたでも構いません。一緒に学びませんか。・土佐清水市に住所を有し現に居住している第1号被保険者及び第2

　号被保険者
・市民税非課税世帯（保険料段階が第1段階および第2段階・第3段階）
・本人の収入年額が100万円未満の方　    ※生活保護受給者を除く

助成対象者（次の全てに該当し、下記の助成対象サービスを利用する方）

・訪問介護・（介護予防）訪問入浴介護・（介護予防）訪問看護・（介護予
防）訪問リハビリ・通所介護・（介護予防）通所リハビリ・（介護予防）福
祉用具貸与・（介護予防）短期入所生活介護・（介護予防）短期入所療養
介護・（介護予防）居宅療養管理指導・（介護予防）認知症対応型共同生
活介護・（介護予防）小規模多機能型居宅介護・（介護予防）認知症対応
型通所介護・第１号訪問事業・第１号通所事業・介護予防生活支援員派
遣事業・地域密着型通所介護

助成対象サービス

①申請書を健康推進課介護保険係（10番窓口）に提出してください。
　（郵送可）
②申請者及び世帯の課税状況等を調査後、決定通知書（認定証※）を発
　行します。　

認定方法

◎保険対象サービスに係る利用者負担額の10分の5
　（利用者負担額が通常10％のところ、5％の負担でご利用いただけます）

助成割合

介護保険利用者負担額を土佐清水市が助成しています 土佐清水市介護職員初任者研修

※認定証の有効期限は、申請月の翌月初日から毎年7月31日までです。 
◆現在、助成対象となっており、8月からも引き続き助成を希望される方
　等は、7月31日までに申請書の提出をお願いします。

介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）

募集期間　7月1日（木）～7月30日（金）
　　　　　※応募者多数の場合は、土佐清水市在住者・介護職への
　　　　　　就職を予定している方を優先したうえで、抽選する
　　　　　　こととします。
　　　　　※7月30日で募集人数に満たない場合は、8月6日（金）
　　　　　　まで延長します。

開催期間　8月22日（日）～12月19日（日）
　　　　　毎週日曜日開催（※全日程（18回）の受講が必須です。）
　　　　　午前9時30分～午後4時30分（初日は午後5時）

場　　所　特別養護老人ホームしおさい　さざなみホール
　　　　　（土佐清水市以布利83-5）

受 講 料　市内在住者　無料（市外在住の方は9,900円）

※申込書は健康推進課 介護保険係、
　下ノ加江・三崎・下川口市民センターのほか、
　土佐清水市ホームページからもダウンロードできます。

円）

ます
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～特定健診・後期高齢者健診～
特定健診特定健診特定健診【対象者】40～74歳の国民健康保険加入者
後期高齢者健診後期高齢者健診後期高齢者健診【対象者】後期高齢者医療加入者（生活習慣病で通院中の方は除く）

【健診内容】　問診・身体計測・診察・血液検査・尿検査・血圧測定など

医療機関名

渭南病院

松谷病院

８２－１１５１

８２－０００１

足摺病院

あしずり岬診療所

８２－１２７５

８７－９１００

かずクリニック ８３－００２０

電話番号 電話番号 電話番号医療機関名 医療機関名

都合に合わせて受診できる「個別健診（医療機関での受診）」もぜひご利用ください！

✿セット健診

✿胸部（肺がん・結核）健診【巡回】

✿個別検診

令和3年度
各種がん検診の申込みは、お済みですか？

胃がん（バリウム）

会場日程

7/10（土）

受付時間 受付時間 受付時間

乳がん特定健診等

8：30～11：00 8：00～10：00 予約制
中央公民館

（市役所敷地内）

種類

乳がん検診

子宮頸がん検診

胃がん検診

会場

旧布小学校

鍵掛旧道

久百々消防屯所付近駐車場

大岐福祉センター

小方農協前

市野々集会所

市野瀬橋付近

受付時間

08：50～09：30

09：50～10：10

10：20～10：40

11：00～11：30

13：30～14：00

14：10～14：30

14：40～15：00

対象（令和4年3月31日時点）

40歳以上の偶数年齢の女性

20歳以上の偶数年齢の女性

50歳以上の偶数年齢の男女

受診料金

1,000円

1,000円

3,300円

検査項目

マンモグラフィ（乳房エックス線検査）

視診+内診+子宮頸部の細胞診検査

胃内視鏡検査

受診間隔

2年に1回

各種がん検診・特定健診等健診

●個別検診では、指定の医療機関（病院）で市の発行する受診券を使用して、都合の良い日程で受診していただけます。
●ご希望の方は、健康推進課 保健推進係までお申込みください。

※市が実施する胃内視鏡検査を受けた翌年度は胃がん検診（バリウム検診を含む）を受診できません。

※乳がんは予約制です。受診票に
記載された時間にお越しください。

　各種がん検診対象者全員に「各種がん検診申込書」を個別送付

しています。

　まだ、申込書を提出されていない方は、同封の返信用封筒に

て早めに提出をお願いします。

　この申し込みにより、令和3年度の検診日前に問診票を兼ね

た受診票を送付いたします。

※申込書を紛失した場合は、市役所健康推進課で再発行がで

きますのでお問い合わせください。

日程

7/２（金）

【申込み・問合せ先】　　
健康推進課保健推進係　☎８２－１１２１

【特定（後期高齢者）健診】
対 象 者：４０歳以上の国保・後期高齢者医療の加入者
受診料金：無料
【胃がん検診】
対 象 者：４０歳以上　受診料金：１,０００円
※胃を全部摘出した方は受診できません。
※日常生活の中で飲食物でムセたり、誤嚥（飲み込んだ飲食物が誤って
　肺や気管支に入ること）される方は、バリウムの誤嚥事故を防止する
　ために医療機関での受診をお勧めします。
※慢性的に便秘のある方（検診前３日以上便通がない方）はお勧めできません。
※昨年度、市が実施する胃内視鏡検査を受けた方は、本年度は受診できません。
【子宮頸がん検診】
受診料金：８００円　対象者：２０歳以上・ 偶数年齢

【肺がん検診】
対 象 者：４０～６４歳
受診料金：３００円
【結核健診】
対 象 者：６５歳以上
受診料金：無料
【乳がん(マンモグラフィ)検診】
対 象 者：４０歳以上・偶数年齢
受診料金：８００円   　　　
※検診1時間あたりに定員があるため予約制となっています。受診を希
　望される方は早めにご連絡ください。
※ ペースメーカーを装着している方や豊胸術を実施している方なら
　びに水頭症シャント術後の方は受診できません。

8令 和３年 7 月号



　保育士資格をお持ちの方で、保育関係の仕事に就きたいと考

えている方は会計年度任用職員へのご登録をお願いします。

　また、資格をお持ちでない方も保育補助員として勤務できま

すので、ご登録をお願いします。詳細はお問い合わせください。

＜募集要項＞

勤 務 先：市内の保育園　必要資格：保育士

賃　　金：月額160,100円～182,200円（経験年数に応じて）　

　　　　 （資格なし保育補助員）時給925円～

【問合せ先】こども未来課幼保支援係　☎８７－９０１１

保育士（会計年度任用職員）を募集しています！
　看護師・介護員・調理員として仕事に就きたいと考えている方

は会計年度任用職員の登録をお願いします。詳細はお問い合せ

ください。

〇勤務先　特別養護老人ホームしおさい

　　　　　土佐清水市以布利８３－５　

※給料・勤務時間等についてはお問い合わせください。

【問合せ先】特別養護老人ホームしおさい　☎８２－８３１９

【募集】看護師・介護員・調理員（会計年度任用職員）

成人男性の風しん抗体検査・予防接種
　近年、都市部を中心に成人男性の風しん患者が急増していること
から、下記対象の方は抗体検査と予防接種（検査結果で接種必要と判
断された人のみ）を無料で利用できます。
　対象の方には、6月に無料クーポン券等を発送しています。

■ 風しんとは
　風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の風しん
ウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、風しんへの免疫が
ない集団において、1人の風しん患者から5～7人にうつす強い感染
力を有します。 
　発疹は3～5日程度で消失するため、「3日はしか」とも呼ばれてい
ます。 
　風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、人から人へ感染が伝播
します。
■ 症状
　主な症状として、発しんや発熱、関節炎などがみられます。
　まれな重篤な症状（2,000人から5,000人に1人）としては脳炎を発
症することがあります。
　また、大人がかかると、発熱や発しんの期間が子どもに比べて長く、
関節痛がひどいことが多いとされています。
■ 予防接種
　ワクチンの添加物により、接種部位が赤くなったり、腫れやじんま
しんがみられることがあります。
　まれな症状として、脳炎やけいれん等の症状が出ることがありま
す。 
　また、当日の体調等を総合的に医師が判断して接種を控える場合
があります。 
■ 先天性風しん症候群を防ごう
　風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風しん
ウイルスに感染すると、眼や心臓、耳等に障害をもつ（先天性風しん
症候群）子どもが出生することがあります。
　平成24年から平成26年に風しんが流行した際、先天性風しん症候
群が45件発生したとの報告がされています。
　なお、令和元年から令和３年現在までに報告のあった先天性風し
ん症候群の患者さんは、6名おり、今も流行を繰り返しています。 
　赤ちゃんを守るためにも、まずは抗体検査を受けましょう。抗体検
査の結果、十分な抗体がない方は、予防接種を受けましょう。
■ 受診方法等
　抗体検査については、職場の健康診断や特定健診時の他、受診可能
医療機関で受けられます。
　また、幡多健診センター（宿毛市）や高知検診クリニック（高知市）
などで人間ドックを受診する場合でも、受診時にクーポン券を提出
すれば抗体検査が同時に受けられます。（医療機関等へは事前に電話
をするようお願いします）
■ 料金　無料
■ 必要なもの
　・クーポン券　・受診票
　・本人確認ができるもの（免許証、保険証、マイナンバーカードなど）
■ 注意事項
　他市町村へ転出した場合は、土佐清水市発行のクーポン券は利用
できませんので転出先の市町村で新しいクーポン券の交付を受けて
ください。転出後に土佐清水市のクーポン券を利用された場合は、検
査費用がかかることがありますのでご注意ください。

【問合せ先】健康推進課保健推進係　☎８２－１１２１

対象者
　　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

（クーポン券と案内文書等を同封）
※抗体がある方などは予防接種の対象になりません。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低
所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を目
的に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

●支給対象者
　１　令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方
　２　公的年金等※1を受給しているため、令和３年４月分の児
　　　童扶養手当の支給を受けていない方（児童扶養手当に係
　　　る支給制限限度額を下回る場合のみ）
　３　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　　　直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準
　　　となっている方
　※１公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、
　　　遺族補償などが該当します。
●申請手続き
　＜支給対象者１に該当する方＞
　　申請不要です。4月に支給しています。
　＜支給対象者２、３に該当する方＞
　　申請が必要です。詳細は、市のホームページでご確認ください。
●給付額
　対象児童1人当たり一律5万円

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金について

ひとり親世帯

●支給対象者
　次の１、２の両方に該当する方が対象となります。
　１　令和３年3月31日時点で18歳未満の児童（障害児の場合、
　　　20歳未満）を養育する父母等
　２　令和３年度市町村民税均等割が非課税の方、または、令和
　　　3年1月以降の収入が急変し、市町村民税非課税相当の収
　　　入となった方
　※令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童
　　も対象になります。
　※ひとり親世帯分として支給を受けた方は対象外となります。
●申請手続き
　１　令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給
　　　者で住民税非課税の方（公務員除く）
　　　申請は不要です。6月に支給しています。
　２　上記以外の方（高校生のみ養育している方、収入が急変し
　　　た方、公務員など）
　　　申請が必要です。詳細は、市のホームページでご確認ください。
●給付額
　対象児童1人当たり一律5万円

ひとり親世帯以外の世帯

【問合せ先】　福祉事務所福祉児童係　☎８２－１１１８

令和４年
２月２８日（月）まで
（土・日・祝日は除く）

　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

※事前に連絡をいただければ、
上記時間外も受付いたします。

福祉事務所
福祉児童係
（市役所1階
④番窓口）

受付期間 場　　所 時　　間
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うまれてきてくれてありがとううまれてきてくれてありがとううまれてきてくれてありがとう

浦尻浦尻　　中山 璃乃中山 璃乃さんさん
令和3年令和3年44月18日生まれ月18日生まれ

「健やかにのびのびと育ってね」「健やかにのびのびと育ってね」

り　 のり　 の

元町元町　　伊賀原 羽辰伊賀原 羽辰さんさん
令和3年令和3年44月28日生まれ月28日生まれ

「みんなで仲良く暮らそうね♡「みんなで仲良く暮らそうね♡
お姉ちゃんより」お姉ちゃんより」

う 　たう 　た

グリーンハイツ グリーンハイツ 武政 橙知武政 橙知さんさん
令和3年4月14日生まれ令和3年4月14日生まれ

「ねぇねとにぃにに負けずに「ねぇねとにぃにに負けずに
大きく育ってね！」大きく育ってね！」

だい ちだい ち

さく  た  ろうさく  た  ろう

以布利以布利　　山本 朔太郎山本 朔太郎さんさん
令和令和33年5月1日生まれ年5月1日生まれ
「「逞しく元気に逞しく元気に
すくすく育ってね！すくすく育ってね！」」

浦尻　中山 璃乃さん
令和3年4月18日生まれ

「健やかにのびのびと育ってね」

り　 の

元町　伊賀原 羽辰さん
令和3年4月28日生まれ

「みんなで仲良く暮らそうね♡
お姉ちゃんより」

う 　た

グリーンハイツ 武政 橙知さん
令和3年4月14日生まれ

「ねぇねとにぃにに負けずに
大きく育ってね！」

だい ち

さく  た  ろう

以布利　山本 朔太郎さん
令和3年5月1日生まれ
「逞しく元気に
すくすく育ってね！」

　5月17日、下ノ加江川にて、下ノ加江保育園の園児3名が稚
アユの放流を行いました。
　この活動は、地域の自然環境保全を目的として下ノ加江川ア
ユ保存世話人会（森一美代表）により毎年実施されています。
　今年は、例年より早く梅雨入りし、雨の中での実施となりま
したが、園児3名が一致団結し、約5,000匹の稚アユ（体長7～
10cm前後）を放流しました。
　園児たちは、バケツの中でピチピチと跳ねるアユに驚きな
がらも、川へそっと放ち、元気に泳いでいくアユを見守りまし
た。
　今回放流したアユが下ノ加江川ですくすくと成長してくれ
るよう願い、地域の自然と触れあいました。

　6月10日、中央公民館調理室において、子育て支援センター・どんぐりっこと市内の漁
業者で組織する土佐清水市漁業士連絡協議会による「魚食普及教室」が開催されました。
　この取り組みは「さかなのまち土佐清水」の新鮮な魚を各家庭で手軽に調理し、おいし
く食べてもらうことを目的に毎年開催されているものです。
　この日は、どんぐりっこの利用者10組の親子が参加し、現役漁業者と漁業士会婦人部
による魚（メジカ）の三枚おろしの実演を見学した後、捌いたメジカを使用したすり身作
りに挑戦しました。その後、主催者が用意した魚めしや自分たちで作ったメジカすり身
天ぷら、つみれ汁など、盛りだくさんの魚料理を親子で楽しく堪能しながら交流を深め
ました。
　今回の取り組みを通して、清水の魚をより身近に感じてもらうことができたと思います。

　5月25日、以布利港でヒラメの稚魚の放流を行いました。
　この活動は、水産資源の確保を目的に土佐清水市栽培漁業推
進協議会（問可柾善会長）により毎年実施されています。
　今年はきらら清水保育園の園児32名に参加してもらい、約
5,000匹のヒラメの稚魚を放流しました。子どもたちは、初め
て見るヒラメの稚魚（体長50～90ｍｍ）に少し戸惑いながら
も、「大きくなってね」、「元気でね」と声をかけながら海に放ち
ました。
　今回の活動を通して子どもたちには、地元の水産資源や自
然環境について身近に感じてもらうきっかけとなったことと
思います。

ヒラメ放流ヒラメ放流アユ放流アユ放流 ヒラメ放流アユ放流

魚食普及教室開催




